
 

 

 

市制施行５０周年記念事業 

実施計画 

 

 

 

 

令和２年１０月 

座間市 



1 

 

１ 市制施行５０周年記念事業実施にあたって 

 

本市は、明治２２年（１８８９年）に５村が合併し「座間村」となり、その市域が形成されま

した。 

昭和１２年（１９３７年）に町制を施行し「座間町」となった後、昭和１６年（１９４１年）

に近隣町村と合併し「相模原町」となりましたが、昭和２３年（１９４８年）に分町し、再び

「座間町」となりました。 

昭和３０年代から高度経済成長に伴う急速な都市化が進み、昭和４６年（１９７１年）１１月

１日に神奈川県内１７番目の市として「座間市」が誕生し、令和３年１１月１日をもって市制施

行５０周年を迎えます。 

本市は、市制施行時の人口が６２，７４０人でしたが、令和２年（２０２０年）９月１日現在

１３０，７５３人となり、１３万人都市へと発展しました。 

市制施行５０周年を迎えるにあたって、その歴史や文化、市民が築き上げてきた功績を振り返

るとともに、市全体で５０周年という記念の節目を祝い、本市の更なる発展を指向して、市制施

行５０周年記念事業（以下「記念事業」という。）を実施するため、記念事業実施計画（以下

「実施計画」という。）を策定します。 

 

 

２ 実施方針 

 

記念事業は、先人たちが歩み、代々引き継いできた本市発展の歴史を、未来を担う世代に「つ

なぐ」ため、令和元年８月に策定した「座間市市制施行５０周年記念事業基本方針（以下「基本

方針」という。）」に基づき、次の実施方針により実施します。 

 

① 本市の発展に寄与した先人の功績を称える。 
 

② 市制施行５０周年という記念の節目を祝う。 
 

③ 未来に向けて、本市の更なる発展のスタートとする。 

 

以上の方針を踏まえて、多くの市民が記念事業に参加し、市制施行５０周年を祝えるように、

記念事業は市民や団体、事業者等が主体となって実施する「市民等主体事業」と、行政が主体と

なって実施する「市主体事業」で構成し、それぞれ区分ごとの事業を実施します。 
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３ 記念事業概要 

 

 【実施期間】 

  令和２年１０月１日（木）～令和４年３月３１日（木） 

【構成】 

区分 内容 

市
民
等
主
体
事
業 

市民提案事業 
市民活動団体等が市制施行５０周年を記念して自ら新しく企

画、実施する事業に対し、補助金を交付するもの 

連携事業 
市民や団体、事業者等が実施する事業に冠付けや共催等をする

もの 

市
主
体
事
業 

広報・ＰＲ事業 
市制施行５０周年記念ざまりんロゴマークを積極的に活用し

て、市制施行５０周年をＰＲするもの 

記念式典事業 市制施行５０周年を記念して実施するもの 

冠事業 
市が実施する事業に冠付けをするもの 

（実行委員会形式の事業を含む） 

 

 

４ 実施内容 

 

４－１ 市民等主体事業 

 

 （１）市民提案事業 

市民提案事業は、市制施行５０周年を市民と共に市を挙げて祝い、本市の更なる発展につ

ながることを期待し、市民活動団体等が自ら新しく企画した、次のいずれかに当てはまる事

業の中から選考し、補助金を交付します。 

 ア 市制施行５０周年を祝い、市民の一層の融和と郷土愛を醸成するもの 

 イ 本市の魅力を引き出し、シティセールスの効果が期待できるもの 

 ウ 明るい将来を展望し、本市の更なる発展が期待できるもの 

 

 （２）連携事業 

連携事業は、市民や団体、事業者等が実施する事業に対する冠付けや共催等により連携し

ます。 
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４－２ 市主体事業 

 

 （１）広報・ＰＲ事業 

市刊行物、郵便物、市民が参加する会議資料等にロゴを積極的に活用し、市制施行５０周

年をＰＲします。 

   ① ロゴ 

応募作品の中から、市内小学校児童による投票等を経て決定しました。 

   ② 周知 

     様々な手法を用いて、市制施行５０周年を周知します。 

・ 市公共施設や民間協力施設に懸垂幕、横断幕の設置やポスターの掲示を行い、市

制施行５０周年をＰＲします。 

・ 市ホームページに５０周年記念事業特設ページを開設します。 

・ 広報ざまに５０周年記念特集記事を掲載します。 

 

 （２）記念式典事業 

   市制施行以来、先人たちが本市の発展に尽力してきた取組を振り返り、その功績を称える

とともに、本市の明るい未来に向けて記念式典を実施します。 

 

 （３）冠事業 

   市が実施する事業に「市制施行５０周年記念」の冠を付けて実施します。 

主な事業は本市を代表する次のイベントですが、他にも多くの事業を冠事業として実施す

る予定です。 

事業名 担当課 

緑化まつり 公園緑政課 

大凧まつり 商工観光課 

健康サマーフェスタインざま 健康づくり課 

ひまわりまつり 商工観光課 

相模川クリーンキャンペーン 資源対策課 

福祉大会 福祉長寿課 

市民ふるさとまつり 市民協働課 

健康まつり 健康づくり課 

市民芸術祭 生涯学習課 

消防出初式 消防総務課 

シェイクアウト 危機管理課 
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５ 今後の記念事業の検討 

 

 基本方針等に基づき、記念事業の趣旨に合致する新たな記念事業及び追加で実施すべき記念事

業は、継続的に情報収集を行いながら検討します。 

 また、市民等主体事業は、必要に応じて事業実施に向けた協議や調整を行います。 

 なお、記念事業の実施にあたっては、費用対効果を検証し、必要に応じて事業の見直しを行い

ます。 

 

６ 記念事業の実施・進行管理 

 

 （１）記念事業の実施 

実施計画に掲げた記念事業は、事業担当課及び実施主体が中心となって、関係各課や団体

等と連携しながら実施します。 

 

 （２）進行管理等 

実施計画の実行性を確保するために、事務局が中心となって記念事業の進捗状況等を確認

します。また、記念事業終了後に記念事業実施報告書を作成します。 

 


